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≪１．令和３年度介護報酬改定における改定事項について≫ 
令和３年度改定では下記の６項目の視点から見直しがなされました。 

 

１ 感染症や災害への対応力強化 

２ 地域包括ケアシステムの推進 

３ 自立支援・重度化防止の取組の推進 

４ 介護人材の確保・介護現場の革新 

５ 制度の安定性・持続可能性の確保 

６ その他 

 

以降のページの表題には大項目の番号に続き、中項目（１）、小項目①といった番号が付番されており

ます。 

 

【例】 

大項目： ２ 「地域包括ケアシステムの推進」 

中項目：（１）「認知症への対応力向上に向けた取組の推進」 

小項目： ② 「認知症に係る取組の情報公表の推進」 

 

「全サービス共通」の改定事項、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の改定事項の左端の番号が、大

項目・中項目・小項目の番号ですので、該当する項目のページをご参照ください。 
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　各改定事項について、介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記しています。　
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を改定します。

新型コロナ対応の特例として、9月30日までの間、所定単位数に0.1％の上乗せをします。

(岡山市は該当しない)

（1年の経過措置期間あり）

　各改定事項について、介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★を付記しています。　
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（１）

（１）
全サービス共通事項
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１（１）①
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１（１）②
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(岡山市は該当しない)
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資料：厚生労働省HP「令和３年度介護報酬
改定における改定事項について」より抜粋
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○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号）（抄）

【新】 【旧】
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全サービス共通事項
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（定巡は加算の新設はありません）
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